
受注後協議によります。

本案件においては「豊中市発注工事における監理技術者及び
現場代理人に関する取扱要領」に基づき、主任（監理）技術者
及び現場代理人は工場製作期間の専任性は無く、現場工事期
間において別の者への切り替えは可能と考えて宜しいでしょう
か。

質疑事項No

豊中市総務部契約検査課　TEL　06-6858-2075
　　　　　　　　　　　　　　　 　　FAX　06-6858-7225
　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　keiyaku-kouji@city.toyonaka.osaka.jp
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回　　　　答

現場説明書（工事編）、「支払限度額について」において、
初年度53 ％、翌年度 残額とありますが、具体的な内訳と
各会計年度において必ず達成しなければならない出来高
内容を御教示ください。

ご質問のとおりです。

質疑・回答書

告示番号 豊中市上下水道局告示第４３号 件　　　　名 令和２年度猪名川流域下水道原田処理場１系分配槽設備工事


